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加入申込や見舞金請求手続きなどは お住まいの市役所・町役場の窓口へ 

福井県市町総合事務組合
敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・鯖江市・あわら市・越前市・坂井市・永平寺町・池田町・南越前町・越前町・美浜町・高浜町・おおい町・若狭町
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共済掛金 災害見舞金
身近な
安心を

わずかな
負担で

県内16市町（福井市除く）が 行っています。

交通災害交通災害共済
令和８年度


